
《
判
例
評
釈
》利

益
相
反
取
引
に
お
け
る
会
社
指
揮
者
に
対
す
る
取
締
役
会
の
授
権

破
毀
院
社
会
部
二
〇
一
四
年
九
月
一
七
日

１
）

判
決

出

口

哲

也

〔
事

実
〕

Ｙ
は
、
Ａ
社
（
Ｅ
Ｔ
Ｓ
、
後
に
Ｅ
Ｔ
Ｓ
Ｍ
）
の
株
主
兼
取
締
役
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
、
同
社
の
実
験
（essa

is

）
部
門
の
部
長
（d

ir-

ecteu
r d

ep
a
rtem

en
t

）
と
し
て
雇
用
さ
れ
て
も
い
た
。
二
〇
〇
六
年
六
月
一
二
日
、
Ａ
社
の
株
主
と
Ｘ
社
（D

recq
 
D
a
n
iel tech

n
o
l-

o
g
ies

）
は
、
二
〇
〇
六
年
六
月
三
〇
日
か
ら
効
力
を
発
す
る
Ｘ
社
を
譲
受
人
と
す
る
株
式
の
譲
渡
に
関
す
る
合
意
文
書
を
締
結
し
た

（
な
お
、
二
〇
〇
七
年
に
Ａ
社
と
Ｘ
社
は
合
併
し
て
い
る
。）。
同
日
、
Ａ
社
の
取
締
役
会
は
Ｙ
の
取
締
役
の
地
位
か
ら
の
辞
任
を
認
め
た
。

二
〇
〇
七
年
九
月
五
日
、
Ｙ
は
一
年
間
の
任
期
で
担
当
執
行
役
員
（d

irecteu
r g

en
era

l d
eleg

u
e

）
に
任
命
さ
れ
た
が
、
そ
の
委
任
は

戦
略
市
場
部
長
（d

irecteu
r d
u m

a
rk
etin

g stra
teg

iq
u
e

）
の
労
働
契
約
が
累
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
当
該
労
働
契
約
に
は
、
従

業
員
は
使
用
者
の
発
意
（in

itia
tiv
e

）
に
よ
る
契
約
の
破
棄
の
場
合
に
は
、
特
別
に
重
い

２
）

非
行
（fa

u
te lo

u
rd
e

）
が
あ
っ
た
場
合
を
除

き
、
法
定
お
よ
び
労
働
協
約
上
（co

n
v
en
tio
n
n
elles

）
の
補
償
金
の
ほ
か
に
、
報
酬
総
額
の
二
年
分
に
相
当
す
る
合
意
に
よ
る
補
償
金

（in
d
em
n
ite

co
n
tra
ctu

elle d
e d
eu
x a

n
n
ees

）
を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
定
め
る
契
約

３
）

変
更
（a

v
en
a
n
t

）
が
定
め
ら
れ
て
い
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た
。
二
〇
〇
八
年
七
月
九
日
、
Ｙ
は
、
重
い

４
）

非
行
（fa

u
te g

ra
v
e

）
の
た
め
解
雇
（licen

cie

）
さ
れ
た
。
二
〇
〇
八
年
九
月
、
Ｘ
社
は
、

当
該
労
働
契
約
の
変
更
は
商
法
典
が
定
め
る
授
権
手
続
を
経
て
い
な
い
上
に
、
会
社
に
損
害
を
与
え
る
結
果
を
導
く
こ
と
か
ら
商
法
典

Ｌ
二
二
五－

四
二
条
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る

５
）

と
し
、
当
該
契
約
変
更
の
取
消
し
を
求
め
て
労
働
審
判
機
関
（ju

rid
ictio

n
 
p
ru
d
’

h
o
m
a
le

）
に
提
訴
し
た
。
他
方
で
、
Ｙ
は
当
該
労
働
契
約
の
破
棄
の
正
当
性
に
つ
い
て
異
議
を
申
し
立
て
た
。

二
〇
一
三
年
二
月
二
六
日
、R

o
u
en

控
訴
院
は
、
当
該
解
雇
が
現
実
か
つ
重
大
な

６
）

事
由
（ca

u
se reelle et serieu

se

）
の
な
い
解
雇

で
あ
る
と
判
断
す
る
と
と
も
に
、
①
二
〇
一
一
年
の
会
社
の
総
売
上
が
顕
著
に
改
善
し
て
い
る
こ
と
、
②
か
か
る
状
況
に
お
い
て
は
合

意
に
よ
る
補
償
金
名
目
の
総
額
三
一
七
、
三
二
六
ユ
ー
ロ
の
支
払
い
は
、
会
社
に
と
っ
て
当
該
契
約
変
更
の
無
効
を
導
く
ほ
ど
に
十
分

な
損
害
を
与
え
る
結
果
（co

n
seq

u
en
ces su

ffisa
m
m
en
t d

o
m
m
a
g
ea
b
les

）
を
も
た
ら
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
、
③
こ

の
「
損
害
を
与
え
る
」
と
い
う
性
質
は
、
Ｙ
が
七
年
間
、
安
定
的
、
有
意
義
か
つ
効
果
的
に
従
事
し
た
Ａ
社
内
で
の
従
業
員
の
行
動
を

も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
Ｘ
社
に
対
し
て
合
意
に
よ
る
解
雇
補
償
金
名
目
の
金
銭
と
し
て
、
一
八
〇
、
〇
〇
〇
ユ
ー

ロ
を
Ｙ
に
支
払
う
よ
う
命
じ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
Ｘ
社
は
、
当
該
労
働
契
約
の
変
更
は
適
切
な
授
権
手
続
が
と
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
当
該
労
働
契
約
の
変
更
が

会
社
に
と
っ
て
損
害
を
も
た
ら
す
も
の
か
否
か
が
評
価
さ
れ
る
の
は
裁
判
官
が
判
断
を
下
す
時
点
で
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
控
訴
院
は
そ

の
時
点
に
お
け
る
当
該
労
働
契
約
の
変
更
が
会
社
に
対
し
て
及
ぼ
し
う
る
損
害
を
適
切
に
検
討
し
て
い
な
い
な
ど
と
主
張
し
て
原
判
決

の
破
毀
を
申
し
立
て
た
。
破
毀
院
社
会
部
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
、
原
判
決
が
会
社
に
対
し
て
支
払
い
を
命
じ
た
部
分
を
破
毀
し
、

C
a
en

控
訴
院
に
本
件
を
移
送
し
た
。

〔
判

旨
〕

272立正法学論集第50巻第１号 (2016)



部
分
的
に
不
適
切
な

７
）

理
由
（m

o
tifs

 
p
a
rtiellem

en
t
 
in
o
p
era

n
ts

）
に
よ
っ
て
、
か
つ
会
社
の
名
で
交
わ
さ
れ
た
約
定
（en

g
a
g
e-

m
en
t

）
が
、
控
訴
院
が
判
断
を
下
し
た
日
に
会
社
に
対
し
て
損
害
を
与
え
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
こ
と
な
く

上
記
の
よ
う
に
判
断
し
た
こ
と
に
よ
り
、
控
訴
院
は
適
法
な
根
拠
に
も
と
づ
か
ず
に
そ
の
判
断
を
行
っ
た
。」

〔
解

説
〕

本
件
は
、
解
雇
さ
れ
た
従
業
員
兼
務
指
揮
者
が
法
定
お
よ
び
労
働
協
約
上
の
補
償
金
に
加
え
て
、
合
意
に
よ
る
補
償
金
の
支
払
を
求

め
た
の
に
対
し
て
、
か
か
る
補
償
金
の
支
払
を
定
め
た
労
働
契
約
の
変
更
は
商
法
典
の
定
め
る
利
益
相
反
取
引
規
制
の
手
続
を
遵
守
せ

ず
に
な
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
会
社
が
そ
の
取
消
し
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
会
社
指
揮
者
の
利
益
相
反
取
引
規
制
を
概

８
）

観
し
、
本
判
決
の
有
す
る
意
義
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

１

会
社
指
揮
者
の
利
益
相
反
取
引
規
制

指
揮
者
が
自
己
の
従
事
す
る
会
社
と
の
間
で
契
約
を
結
ぶ
場
合
、
指
揮
者
は
、
法
外
な
利
益
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
、
そ
の
地
位
を

濫
用
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
に
お
い
て
、
か
か
る
契
約
が
会
社
に
と
っ
て
有
用
で
あ
っ
た
り
、
両
当
事
者
に
と
っ
て
有

益
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り

９
）

う
る
。
そ
こ
で
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
商
法
典
Ｌ
二
二
五－

三
八
条

10
）

以
下
に
お
い
て
、
会
社
と
指
揮
者

と
の
契
約
を
、「
禁
止
さ
れ
る

11
）

契
約
（co

n
v
en
tio
n
s
 
in
terd

ites
）」、「
自
由
な

12
）

契
約
（co

n
v
en
tio
n
s
 
lib
res

）」、「
規
制
さ
れ
る
契
約

（co
n
v
en
tio
n
s reg

lem
en
tees

）」
に
分
類
し
、
そ
の
契
約
を
規
制
し
て

13
）

い
る
。
本
件
で
は
「
規
制
さ
れ
る
契
約
」
が
対
象
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
以
下
で
は
同
契
約
に
対
す
る
商
法
典
の
規
定
を
確
認
す
る
。
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⑴

規
制
さ
れ
る
契
約

商
法
典
Ｌ
二
二
五－

三
八
条
一
項
は
、
会
社
と
当
該
会
社
の
指
揮

14
）

者
等
と
の
間
で
、
直
接
ま
た
は
仲
介
人
に
よ
り
な
さ
れ
た
あ
ら
ゆ

る
契
約
は
、
取
締
役
会
の
事
前
の
授
権
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
ま
た
、
同
項
所
定
の
者
の
う
ち
の
一
人
が

間
接
的
に
利
害
関
係
を
有
す
る
契
約
に
対
し
て
も
、
同
様
の
規
制
を
及
ぼ
し
て
い
る
（
同
条
二
項
）。
会
社
の
執
行
役
員
、
担
当
執
行

役
員
ま
た
は
取
締
役
の
一
人
が
、
他
の
企
業
の
指
揮

15
）

者
等
で
あ
る
と
き
は
、
会
社
と
当
該
企
業
と
の
間
で
な
さ
れ
る
契
約
も
ま
た
、
事

前
の
授
権
に
服
す
る
（
同
条
三
項
）。

事
前
の
授
権
手
続
は
、
次
の
段
階
を
経
て
な
さ
れ
る
。
①
利
害
関
係
人
は
、
Ｌ
二
二
五－

三
八
条
が
適
用
さ
れ
る
契
約
を
知
っ
た
と

き
、
遅
滞
な
く
取
締
役
会
に
対
し
て
、
当
該
契
約
の
本
質
的
な
態
様
（m

o
d
a
lites essen

tielles

）、
た
と
え
ば
、
料
金
、
支
払
期
間
、

保
証
な
ど
を
報
告

16
）

す
る
（
Ｌ
二
二
五－
四
〇
条
一
項
前
段
）。
②
取
締
役
会
に
お
い
て
、
事
前
の
授
権
を
受
け
る
（
Ｌ
二
二
五－

三
八
条
一

項
）。
③
取
締
役
会
長
は
、
取
締
役
会
に
よ
り
授
権
さ
れ
た
契
約
に
つ
い
て
、
契
約
の
締
結
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
ケ
月
以
内
に
、
会

計
監
査
役
に
報
告
す
る
（
Ｌ
二
二
五－

四
〇
条
二
項
、
Ｒ
二
二
五－

三
〇
条
）。
④
会
計
監
査
役
は
、
授
権
さ
れ
た
契
約
に
関
す
る
特
別
報

告
書
を
株
主
総
会
に
提
出
す
る
（
同
条
三
項
）。
⑤
株
主
総
会
は
、
会
計
監
査
役
の
特
別
報
告
書
に
基
づ
き
、
承
認
の
決
定
を

17
）

行
う
（
同

条
同
項
）。

⑵

取
締
役
会
の
授
権

規
制
さ
れ
る
契
約
」
の
授
権
は
、
取
締
役
会
の
議
事
日
程
に
明
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な

18
）

ら
ず
、
事
前
か
つ
契
約
ご
と
に
な
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら

19
）

な
い
。
利
害
関
係
人
は
、
授
権
の
決
議
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

20
）

な
い
（
Ｌ
二
二
五－

四
〇
条
一
項
後
段
）。
ま
た
、
授
権
の

適
否
に
つ
い
て
取
締
役
会
に
お
い
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
不
可
欠
と

21
）

さ
れ
、
す
べ
て
の
取
締
役
が
当
該
「
規
制
さ
れ
る
契
約
」
の
存
在
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を
認
識
し
て
い
た
と
い
う
事
実
は
授
権
に
相
当
す
る
も
の
と
は
み
な
さ
れ

22
）

な
い
。
な
お
、
総
会
の
承
認
決
議
に
参
加
す
る
株
主
に
判
断

材
料
を
提
供
す
る
た
め
、
取
締
役
会
の
事
前
の
授
権
に
あ
た
っ
て
は
、
特
に
当
該
契
約
に
付
随
す
る
金
銭
的
条
件
を
明
示
し
、
当
該
契

約
か
ら
生
ず
る
会
社
に
と
っ
て
の
利
益
を
証
明
す
る
こ
と
で
、
そ
の
授
権
が
正
当
化
さ
れ
る
必
要
が

23
）

あ
る
（
Ｌ
二
二
五－

三
八
条
四
項
）
。

⑶

会
社
に
損
害
を
与
え
る
結
果
（c

o
n
se
q
u
e
n
c
e
s d

o
m
m
a
g
e
a
b
le
s p

o
u
r la so

c
ie
te

）

①
取
締
役
会
の
授
権
が
な
か
っ
た
、
ま
た
は
②
取
締
役
会
が
授
権
を
拒
絶
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
規
制
さ
れ
る
契
約
」
が
な
さ

れ
た
と
き
、
当
該
契
約
が
「
会
社
に
損
害
を
与
え
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
」
場
合
に
の
み
、
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
が
で

24
）

き
る
（
Ｌ
二
二

五

四
二
条
一
項
）。
す
な
わ
ち
、
適
法
な
取
締
役
会
の
授
権
手
続
を
経
ず
と
も
、「
規
制
さ
れ
る
契
約
」
が
会
社
に
と
っ
て
有
益
で
あ
っ

た

25
）

場
合
ま
た
は
い
か
な
る
損
害
も
も
た
ら
し
て
い
な
か
っ
た

26
）

場
合
に
は
、
そ
の
契
約
は
有
効
な
も
の
と
さ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
い
か
な
る
場
合
に
「
会
社
に
損
害
を
与
え
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
」
と
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い

て
、
裁
判
官
に
は
そ
の
評
価
に
お
い
て
幅
広
い
裁
量
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

27
）

る
が
、
先
例
を
概
観
す

28
）

る
と
、「
規

制
さ
れ
る
契
約
」
に
よ
り
会
社
が
何
ら
か
の
支
払
を
求
め
ら
れ
る
と
い
う
事
実
だ
け
で
「
損
害
を
与
え
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
」
と
評

価
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
会
社
に
対
し
て
相
応
の
反
対
給
付
（co

n
trep

a
rtie

）
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
基
準
に
、
評
価
さ

れ
る
よ
う
で

29
）

あ
る
。

⑷

取
り
消
さ
れ
る
「
こ
と
が
で
き
る
（p

e
u
ve
n
t e

tre a
n
n
u
le
e
s

）」

商
法
典
Ｌ
二
二
五－

四
二
条
は
、
取
締
役
会
の
事
前
の
授
権
な
く
締
結
さ
れ
た
「
規
制
さ
れ
る
契
約
」
が
会
社
に
損
害
を
与
え
る
結

果
を
も
た
ら
し
た
と
評
価
さ
れ
る
場
合
に
、
当
該
契
約
は
「
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」
こ
と
を
定
め
る
。
す
な
わ
ち
、
損
害
を
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与
え
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
契
約
で
あ
っ
て
も
、
当
該
契
約
は
「
法
律
上
当
然
の
無
効
（n

u
llite

d
e p
lein d

ro
it

）」
と
さ
れ
る
の
で
は

30
）

な
く
、
そ
の
契
約
を
取
り
消
す
か
否
か
に
つ
い
て
裁
判
官
に
裁
量
が
与
え
ら
れ
て
い
る
（「
裁
量
的
無
効
（n

u
llite

fa
cu
lta
tiv
e

）」）
と

解
さ

31
）

れ
る
。

２

本
判
決
の
意
義

本
件
に
お
い
て
破
毀
院
社
会
部
は
、
指
揮
者
と
会
社
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
合
意
に
よ
る
特
別
な
解
雇
補
償
金
の
支
払
を
定
め
る
労

働
契
約
の
変
更
は
、「
規
制
さ
れ
る
契
約
」
と
し
て
商
法
典
の
定
め
る
授
権
手
続
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
前
提
に
し
て

32
）

い
る
。

そ
の
上
で
、
破
毀
院
社
会
部
は
、「
規
制
さ
れ
る
契
約
」
が
会
社
に
損
害
を
与
え
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
か
ど
う
か
は
取
消
し
の
請

求
に
つ
い
て
判
断
が
下
さ
れ
る
日
に
お
い
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
を
明
示
し
た
。
す
で
に
破
毀
院
商
事
部
は
、
商
法
典
Ｌ
二
二
五－

四
二

条
一
項
は
契
約
の
「
締
結
」
で
は
な
く
契
約
の
「
結
果
」
を
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
規
制
さ
れ
る
契
約
」
が
会
社
に
損
害
を

与
え
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
か
ど
う
か
が
評
価
さ
れ
る
の
は
、
取
消
し
の
請
求
に
つ
い
て
判
断
が
下
さ
れ
る
時
点
で
あ
る
と
し
て

33
）

い
る
。

本
判
決
に
お
い
て
、
破
毀
院
社
会
部
も
商
事
部
の
判
断
を
踏
襲
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

な
お
、
控
訴
院
は
、
補
償
金
の
支
払
は
会
社
に
と
っ
て
損
害
を
与
え
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
も
の
の
、
契
約
の
無
効
を
導
く
ほ
ど
の

も
の
で
は
な
か
っ
た
と
判
断
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
破
毀
院
社
会
部
は
、
控
訴
院
の
こ
の
判
決
理
由
を
「
不
適
切
な
理
由
」
と
し
て

批
判
し
て
い
る
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
司
法
上
の
事
実
確
認
（co

n
sta
t ju

d
icia

ire

）
に
左
右
さ
れ
る
も
の
の
、「
規
制

さ
れ
る
契
約
」
が
会
社
に
損
害
を
与
え
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
裁
判
官
は
当
該
契
約
を
取
り
消
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
も
の
も

34
）

あ
る
。
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１
）

C
a
ss.

so
c.
17 sep

t.
2014,

R
ev.

societes fev
r.
2015,

p
.105,

n
o
te V

in
cen

t T
H
O
M
A
S.

２
）

特
別
に
重
い
非
行
と
は
、
使
用
者
を
害
す
る
労
働
者
の
意
思
を
表
す
非
行
で
あ
る
。
特
別
に
重
い
非
行
は
、
解
雇
の
領
域
に
お
い
て
、
重
い
非
行

の
場
合
と
同
様
の
効
果
を
生
ず
る
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
、
有
給
休
暇
相
殺
補
償
金
（in

d
em
n
ite

co
m
p
en
sa
trice d

e co
n
g
es p

a
y
es

）
を
労
働
者

か
ら
奪
う
と
い
う
効
果
も
生
ず
る
。
特
別
に
重
い
非
行
の
み
が
、
そ
れ
を
犯
し
た
ス
ト
ラ
イ
キ
参
加
労
働
者
を
懲
戒
解
雇
の
危
険
に
さ
ら
す
。
ま
た
破
毀

院
に
よ
れ
ば
、
特
別
に
重
い
非
行
の
み
が
、
自
ら
の
義
務
の
履
行
に
お
い
て
そ
れ
が
ゆ
え
に
有
責
と
さ
れ
た
労
働
者
に
損
害
賠
償
責
任
を
生
じ
さ
せ
る
。」

中
村
紘
一
ほ
か
監
訳
『
フ
ラ
ン
ス
法
律
用
語
辞
典
』（
三
省
堂
、
第
三
版
、
二
〇
一
二
年
）
一
九
八
頁
。

３
）

従
前
の
契
約
ま
た
は
標
準
契
約
に
も
た
ら
さ
れ
た
変
更
。
こ
の
変
更
を
証
す
る
文
書
に
つ
い
て
も
い
う
。」
中
村
ほ
か
・
前
掲
注

１
）四
八
頁
。

４
）

労
働
者
の
重
い
非
行
は
、
事
実
審
裁
判
所
が
審
理
し
、
破
毀
院
が
審
査
す
る
。
破
毀
院
に
よ
れ
ば
、
労
働
者
の
重
い
非
行
と
は
、
労
働
契
約
ま
た

は
労
働
関
係
か
ら
生
じ
、
重
大
な
義
務
違
反
と
な
る
、
労
働
者
の
責
め
に
帰
す
こ
と
が
で
き
る
行
為
ま
た
は
行
為
の
総
体
で
あ
っ
て
、
そ
の
重
大
性
の
ゆ

え
に
、
当
該
労
働
者
を
解
雇
予
告
期
間
中
雇
用
し
続
け
る
こ
と
を
不
可
能
に
す
る
も
の
。
労
働
者
に
重
い
非
行
が
あ
る
場
合
、
使
用
者
は
解
雇
予
告
期
間

を
置
か
ず
解
雇
補
償
金
も
支
払
わ
ず
に
労
働
者
を
解
雇
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
中
村
ほ
か
・
前
掲
注

１
）一
九
八
頁
。

５
）

T
H
O
M
A
S,
op.

cit.
n
o
te 1

）,n
o
 2,

p
.106.

６
）

一
九
七
三
年
七
月
一
三
日
の
法
律
以
後
、
解
雇
を
正
当
化
す
る
事
実
。」
中
村
ほ
か
・
前
掲
注

１
）六
七
頁
。

７
）

T
H
O
M
A
S,
op.

cit.
n
o
te 1

）,n
o
 5,

p
.106

に
よ
れ
ば
、〔
事
実
〕
に
お
い
て
示
し
た
①
な
い
し
③
を
指
す
と
さ
れ
る
。

８
）

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
利
益
相
反
取
引
規
制
に
つ
い
て
、
ア
ン
ド
レ
・
タ
ン
ク
（
山
本
桂
一
訳
）「
株
式
会
社
と
そ
の
取
締
役
の
一
人
と
の
間
に
締
結

さ
れ
た
契
約
の
フ
ラ
ン
ス
的
規
制－

現
行
法
と
改
正
案－
」
ジ
ュ
リ
三
三
六
号
（
一
九
六
五
年
）
六
〇
頁
以
下
、
加
藤
徹
「
取
締
役
の
自
己
取
引
と
フ
ラ

ン
ス
新
会
社
法
」
企
業
法
研
究
二
〇
一
輯
（
一
九
七
二
年
）
四
〇
頁
以
下
、
早
稲
田
大
学
フ
ラ
ン
ス
商
法
研
究
会
『
注
釈
フ
ラ
ン
ス
会
社
法
第
二
巻
』

（
成
文
堂
、
一
九
七
七
年
）
五
二
九
頁
以
下
、
田
村
詩
子
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
取
締
役
・
会
社
間
の
取
引
」
香
川
大
学
経
済
論
叢
五
七
巻
三
号
（
一
九

八
四
年
）
一
七
四
頁
以
下
、
同
「
取
締
役
・
会
社
間
の
取
引
と
「
取
引
」－

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
取
締
役
・
会
社
間
の
取
引－

」
香
川
大
学
経
済
論
叢
五

八
巻
四
号
（
一
九
八
六
年
）
六
八
三
頁
以
下
、
白
石
智
則
「
取
締
役
会
の
許
可
を
受
け
な
い
利
益
相
反
取
引
に
つ
い
て
の
無
効
訴
権
の
消
滅
時
効
」
際
商

四
〇
巻
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
四
一
九
頁
以
下
を
参
照
し
た
。

９
）

P
h
ilip

p
e M

E
R
L
E
,
D
roit com

m
ercial

:
S
ocietes com

m
erciales

,
18  e

 ed
,
D
a
llo
z,
2015,

n
o
 449,

p
.479.

10
）

業
務
監
査
役
会
を
備
え
た
株
式
会
社
に
つ
い
て
は
、
同
様
の
規
定
が
Ｌ
二
二
五－
八
六
条
以
下
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
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11
）

会
社
に
と
っ
て
特
に
危
険
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
締
結
が
絶
対
的
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
契
約
で
あ
る
（
Ｌ
二
二
五－

四
三
条
）。M

ich
el

 
G
E
R
M
A
IN et V

ero
n
iq
u
e M

A
G
N
IE
R
,
L
es societes com

m
erciales

,
21  e

 ed
,
L
G
D
J,
2014,

n
o
 2207,

p
.476.

12
）

会
社
と
指
揮
者
と
の
間
で
、
日
常
の
取
引
と
し
て
行
わ
れ
る
契
約
お
よ
び
普
通
一
般
の
条
件
で
締
結
さ
れ
る
契
約
な
ら
び
に
一
方
が
他
方
の
資
本
の

す
べ
て
（
民
法
典
一
八
三
二
条
ま
た
は
商
法
典
Ｌ
二
二
五－

一
条
お
よ
び
Ｌ
二
二
六－

一
条
の
要
件
を
満
た
す
た
め
に
求
め
ら
れ
る
最
低
株
式
数
は
控
除

さ
れ
る
。）
を
、
直
接
ま
た
は
間
接
に
保
有
す
る
二
社
の
間
で
締
結
さ
れ
た
契
約
を
指
す
（
Ｌ
二
二
五－

三
九
条
）。

13
）

M
a
u
rice C

O
ZIA

N et a
l.,
D
roit d

es societes
,
28  e

 ed
,
L
ex
is N

ex
is,
2015,

n
o
s 640 et su

iv
.,
p
p
.357 et su

iv
.

か
か
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、

株
式
発
行
会
社
に
関
す
る
一
九
四
三
年
三
月
四
日
法
律
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
取
締
役
は
、
総
会
の
許
可
が
な
い
限
り
、
会
社
と
な
す
、

ま
た
は
自
己
の
計
算
に
お
い
て
な
す
事
業
ま
た
は
取
引
（en
trep

rise o
u m

a
rch

e

）
に
お
い
て
、
直
接
ま
た
は
間
接
の
利
益
を
取
得
し
、
ま
た
は
保
持

す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
（
会
社
に
関
す
る
一
八
六
七
年
七
月
二
四
日
法
律
第
四
〇
条
）。
も
っ
と
も
、
実
際
に
は
、
取
締
役
が
事
前
の
包
括
的
な

許
可
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
規
定
は
死
文
化
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
タ
ン
ク
・
前
掲
注

８
）六
一
頁
。

14
）

執
行
役
員
、
一
人
の
担
当
執
行
役
員
、
一
人
の
取
締
役
、
一
〇
％
を
超
え
る
議
決
権
を
有
す
る
一
人
の
株
主
、
ま
た
は
そ
の
株
主
が
会
社
で
あ
る
場

合
に
は
当
該
会
社
を
商
法
典
Ｌ
二
三
三－
三
条
の
意
味
で
支
配
す
る
会
社
が
対
象
と
さ
れ
る
。

15
）

所
有
者
、
無
限
責
任
社
員
、
業
務
執
行
者
、
取
締
役
、
業
務
監
査
役
会
構
成
員
、
ま
た
は
一
般
的
な
意
味
で
の
指
揮
者
が
対
象
と
さ
れ
る
。

16
）

C
O
ZIA

N et a
l.,
op.

cit.
n
o
te 13

）,n
o
 649,

p
.361.

17
）

利
害
関
係
人
は
、
当
該
議
決
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
定
足
数
お
よ
び
多
数
決
に
算
入
さ
れ
な
い
（
Ｌ
二
二
五－

四
〇
条
四
項
）。
な
お
、
当

該
株
主
総
会
の
承
認
の
有
無
に
よ
っ
て
、
当
該
契
約
の
有
効
性
は
左
右
さ
れ
な
い
（
Ｌ
二
二
五－

四
一
条
）

18
）

C
a
ss.

co
m
.
3 m

a
i 2000,

B
u
ll.
Joly S

ocietes 2000,
p
.821,

n
o
te P

a
u
l L
E C

A
N
N
U
.

19
）

C
A
 
P
a
ris,

23 n
o
v
.
1955,

D
.
1956.

ju
r.,
p
.290,

n
o
te F

ra
n
ço
is G

O
R
É
.

20
）

利
害
関
係
人
が
議
決
に
参
加
し
た
場
合
に
は
、
当
該
決
議
は
無
効
と
な
る
。C

a
ss.

co
m
.
18 o

ct.
1994,

B
u
ll.

Joly
 
S
ocietes 1994,

p
.1311,

n
o
te P

a
u
l L
E C

A
N
N
U
.

21
）

C
a
ss.

co
m
.
3 m

a
i 2000,

op.
cit.

n
o
te 18

）.

22
）

C
a
ss.

so
c.
12 fev

r.
1987,

B
u
ll.
civ
.
1987 V

,
n
o
 73.

23
）

白
石
智
則
「
企
業
活
動
の
簡
素
化
と
安
定
性
強
化
の
た
め
の
会
社
法
改
正
」
日
仏
二
八
巻
（
二
〇
一
五
年
）
二
〇
二
頁
以
下
、
二
〇
四
頁
。
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24
）

P
a
u
l L
E C

A
N
N
U et B

ru
n
o D

O
N
D
E
R
O
,
D
roit d

es societes
,
5  e
 ed
,
L
G
D
J,
2013,

n
o
 760,

p
.498,

n
o
te 232,

B
a
rth
elem

y M
E
R
C
A
D
A
L

 
et P

h
ilip

p
e JA N IN

,
S
ocietes C

om
m
erciales 2

0
1
6
,
47  e

 ed
,
F
ra
n
cis L

efeb
v
re,

2015,
n
o
 52870,

p
.844.

た
だ
し
、
授
権
手
続
が
行
わ
れ
な
か

っ
た
事
情
を
説
明
す
る
会
計
監
査
役
の
特
別
報
告
書
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
る
総
会
の
議
決
に
よ
り
、
当
該
無
効
は
治
癒
さ
れ
る
（
Ｌ
二
二
五－

四
二
条

三
項
）。

25
）

C
A
 
V
ersa

illes 7 ju
in 2001,

B
u
ll.
Joly S

ocietes 2002,
p
.115,

n
o
te A

lex
is C

O
N
ST
A
N
T
IN
.

26
）

C
a
ss.

so
c.
16 sep

t.
2008,

B
u
ll.
Joly S

ocietes 2009,
p
.132,

n
o
te B

ern
a
rd S

A
IN
T
O
U
R
E
N
S
;
R
JD
A
 
1 /09 n

o
 42,

p
.43.

27
）

M
y
ria
m
 
R
O
U
SSIL

L
E
,
JC
P
 
E
 
2012,

n
o
 42,

p
p
.17 et su

iv
.,
p
.19,

n
o
te so

u
s C

a
ss.

so
c.
12 ju

in 2012

に
よ
れ
ば
、「
損
害
を
与
え
る

（d
o
m
m
a
g
ea
b
les

）」
と
の
法
律
上
の
文
言
は
、
損
害
を
示
す
「d

o
m
m
a
g
e

」
と
い
う
語
句
に
可
能
性
の
概
念
を
示
す
接
尾
語
で
あ
る
「a

b
le

」
が
付

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
裁
判
官
に
は
そ
の
評
価
に
お
い
て
非
常
に
幅
広
い
裁
量
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
と
す
る
。

28
）

た
と
え
ば
、C

a
ss.

co
m
.
19 m

a
i 1998,

B
u
ll.
civ
.
1998 IV

,
n
o
 162

;
B
u
ll.
Joly S

ocietes 1998,
p
.918,

n
o
te P

a
u
l L
E C

A
N
N
U
;
JC
P

 
E
 
1998,

n
o
 30,

p
.1195

;
JC
P
 
E
 
1999,

n
o
 1,

n
o
 10,

p
.32,

n
o
te A

la
in V

IA
N
D
IE
R et Jea

n
Ja
cq
u
es C

A
U
SSA

IN

で
は
、
実
際
に
役
務
が
提

供
さ
れ
な
く
て
も
、
会
社
が
役
務
提
供
者
に
報
酬
ま
た
は
補
償
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
条
項
を
含
む
契
約
が
、「
会
社
に
と
っ
て
損
害

を
与
え
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
」
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。

29
）

L
E C

A
N
N
U
,
op cit.

n
o
te 20

）,p
.1314,

L
E C

A
N
N
U et D

O
N
D
E
R
O
,
op cit.

n
o
te 24

）,n
o
 760,

p
.498,

M
E
R
C
A
D
A
L
et JA N IN

,
op cit.

n
o
te 24

）,n
o
 52870,

p
.845.

Y
v
a
n B

a
len
si,
L
es con

ven
tion

s en
tre les societes com

m
erciales et leu

rs d
irigean

ts
,
E
co
n
o
m
ica
,
1975,

n
o
 170,

p
.123

も
同
旨
と
思
わ
れ
る
。

30
）

そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
契
約
は
、
提
訴
さ
れ
裁
判
所
が
無
効
を
宣
言
す
る
ま
で
有
効
で
あ
る
。C

a
ss.

co
m
.
3 m

a
i 2000,

D
r.
societes

,
2000,

p
.19.

31
）

G
E
R
M
A
IN et M

A
G
N
IE
R
,
op.

cit.
n
o
te 11

）,n
o
 2204,

p
.472,

M
E
R
C
A
D
A
L
et JA N IN

,
op.

cit.
n
o
te 24

）,n
o
 52870,

p
.844,

C
a
ss.
co
m
.

22 n
o
v
.
1977,

B
u
ll.
civ
.
1977 IV

,
n
o
 276.

タ
ン
ク
・
前
掲
注

８
）六
四－

六
五
頁
に
お
い
て
も
、「
契
約
が
会
社
に
有
害
な
結
果
を
も
っ
た
と
き
、

無
効
と
さ
れ
る
可
能
性
を
定
め
る
も
の
で
…
…
無
効
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
命
題
は
、
裁
判
所
に
裁
量
権
を
与
え
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

32
）

C
a
ss.

so
c.,
29 n

o
v
.
2006,

B
u
ll.
civ
.
2006,

V
,
n
o
 362

も
同
様
で
あ
る
。

33
）

C
a
ss.

co
m
.
1  er

 o
ct.

1996,
B
u
ll.
Joly S

ocietes 1997,
p
.138,

n
o
te P

a
u
l L
E C

A
N
N
U
.
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34
）

T
H
O
M
A
S,
op.

cit.
n
o
te 1

）,n
o
 9,

p
.107.
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